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（
ベ
ト
ナ
ム
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光

栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
更
に
、
前
記
の
了
解
を
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の

書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
年
五
月
十
四
日
に
ハ
ノ
イ
で

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

計
画
・
投
資
大
臣

ヴ
ォ
ー
・
ホ
ン
・
フ
ッ
ク

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

坂
場
三
男
閣
下

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
七
十
八
号

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
一
部
は
、
同
条
約
第

五
十
八
条
]
の
規
定
に
従
い
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、
そ
の
修
正
は
、平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

た
だ
し
、
第
四
十
五
規
則
の
二
及
び
第
九
十
六
規
則
の
規
定
の
修
正
は
、
国
際
出
願
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二

年
七
月
一
日
以
降
に

45の2.1
æ
の
規
定
に
基
づ
き
補
充
調
査
請
求
が
行
わ
れ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、

第
四
十
六
規
則
、
第
六
十
六
規
則
及
び
第
七
十
規
則
の
規
定
の
修
正
は
、
国
際
出
願
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二

年
七
月
一
日
以
降
に
請
求
の
範
囲
、
明
細
書
又
は
図
面
の
補
正
が
行
わ
れ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
ま
た
、

第
十
五
規
則
、
第
十
六
規
則
、
第
十
六
規
則
の
二
、
第
十
九
規
則
及
び
第
五
十
七
規
則
の
規
定
の
修
正
は
、
同
条
約
に

基
づ
く
規
則
及
び
手
数
料
の
換
算
額
の
決
定
に
関
す
る
国
際
特
許
協
力
同
盟
の
総
会
が
定
め
た
指
針
で
あ
っ
て
平
成
二

十
二
年
七
月
一
日
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
も
の
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
以
降
の
為
替
相
場
に

よ
る
換
算
額
の
決
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
条
約
に
基
づ
く
規
則
及
び
前
記
の
指
針
で
あ
っ
て
平
成
二
十
二
年
七
月
一

日
よ
り
前
に
効
力
を
有
す
る
も
の
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
よ
り
前
の
為
替
相
場
に
よ
る
換
算
額

の
決
定
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
決
定
さ
れ
る
新
た
な
換
算
額
を
適
用
す
る
ま
で
の
間
の
換
算
額
の
決
定

に
つ
い
て
は
、
同
条
約
に
基
づ
く
規
則
及
び
前
記
の
指
針
で
あ
っ
て
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
よ
り
前
に
効
力
を
有
す

る
も
の
を
引
き
続
き
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日

外
務
大
臣

岡
田

克
也

一

15.2
ç
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ç

国
際
出
願
手
数
料
は
、
受
理
官
庁
が
定
め
る
一
の
通
貨
又
は
二
以
上
の
通
貨
（
以
下
こ
の
15.2
に
お
い
て
「
所

定
の
通
貨
」
と
い
う
。）の
う
ち
の
一
の
通
貨
で
支
払
う
。

二

15.2
è
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

è

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、
受
理
官
庁
は
、
国
際
出
願
手
数
料
を
ス
イ
ス
・
フ
ラ

ン
に
よ
り
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

三

15.2
é
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

é

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
以
外
の
通
貨
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
ü
又
は
@

に
規
定
す
る
と

お
り
と
す
る
。

ü

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
事
務
局
長

は
、
国
際
出
願
手
数
料
の
支
払
の
た
め
の
通
貨
と
し
て
所
定
の
通
貨
を
定
め
て
い
る
各
受
理
官
庁
ご
と
に
、

総
会
が
定
め
た
指
針
に
よ
り
、
所
定
の
通
貨
に
よ
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
決
定
す
る
。
受
理
官
庁
は
、

所
定
の
通
貨
に
よ
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

@

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
受
理
官
庁

は
、
国
際
出
願
手
数
料
を
所
定
の
通
貨
か
ら
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
交
換
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
し
、
手
数

料
表
に
掲
げ
る
額
の
当
該
手
数
料
を
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
よ
り
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。ま
た
、

受
理
官
庁
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
当
該
受
理
官
庁
は
、
国
際
出
願
手
数
料
を
所
定
の
通
貨
か
ら
ユ
ー
ロ
又

は
合
衆
国
ド
ル
に
交
換
し
、
ü
に
規
定
す
る
総
会
が
定
め
た
指
針
に
よ
り
事
務
局
長
が
決
定
す
る
当
該
手
数

料
の
換
算
額
を
ユ
ー
ロ
又
は
合
衆
国
ド
ル
に
よ
り
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

15.4
を
15.3
と
し
、
15.3
中
「
一
箇
月
以
内
に
」
の
下
に
「
受
理
官
庁
に
」
を
加
え
る
。

五

15.6
を
15.4
と
す
る
。

六

16.1
ç
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ç

調
査
手
数
料
は
、
受
理
官
庁
が
徴
収
す
る
。
調
査
手
数
料
は
、
受
理
官
庁
が
定
め
る
通
貨
（
以
下
こ
の
16.1
に

お
い
て
「
所
定
の
通
貨
」
と
い
う
。）で
支
払
う
。

七

16.1
è
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

è

所
定
の
通
貨
が
国
際
調
査
機
関
が
調
査
手
数
料
を
決
定
す
る
に
当
た
り
用
い
た
通
貨
（
以
下
こ
の
16.1
に
お
い

て
「
決
定
通
貨
」
と
い
う
。）で
あ
る
場
合
に
は
、
受
理
官
庁
は
、
調
査
手
数
料
を
所
定
の
通
貨
で
当
該
国
際
調

査
機
関
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

八

16.1
é
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

é

所
定
の
通
貨
が
決
定
通
貨
以
外
の
通
貨
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
ü
又
は
@

に
規
定
す
る
と
り
と
す

る
。

ü

所
定
の
通
貨
が
決
定
通
貨
に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
事
務
局
長
は
、
調

査
手
数
料
の
支
払
の
た
め
の
通
貨
と
し
て
所
定
の
通
貨
を
定
め
て
い
る
各
受
理
官
庁
ご
と
に
、
総
会
が
定
め

た
指
針
に
よ
り
、
所
定
の
通
貨
に
よ
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
決
定
す
る
。
受
理
官
庁
は
、
所
定
の
通
貨

に
よ
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
国
際
調
査
機
関
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

@

所
定
の
通
貨
が
決
定
通
貨
に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
受
理
官
庁
は
、
調

査
手
数
料
を
所
定
の
通
貨
か
ら
決
定
通
貨
に
交
換
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
し
、
国
際
調
査
機
関
が
定
め
る

額
の
当
該
手
数
料
を
決
定
通
貨
に
よ
り
当
該
国
際
調
査
機
関
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

九

16.1
ê
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ê

決
定
通
貨
以
外
の
所
定
の
通
貨
に
よ
る
調
査
手
数
料
の
支
払
に
関
し
、
国
際
調
査
機
関
が
16.1
é
ü
の
規
定
に

基
づ
き
所
定
の
通
貨
で
現
実
に
受
領
す
る
額
が
、
決
定
通
貨
に
交
換
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
国
際
調
査
機

関
が
決
定
し
た
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
は
、
国
際
事
務
局
に
よ
つ
て
当
該
国
際
調
査
機
関
に
支
払

わ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
現
実
に
受
領
す
る
額
が
多
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
は
、
国
際
事
務
局
に
帰
属

す
る
。
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